
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番
号

頁 回答

1

資材の不足を原因とした工事の遅れなど
による受注者の責によらない期間の延期
等については、協議により必要があると
認められる場合には、対応いたします。

2
頁

５～６
契約後、設計変更の対象と致します。

車尾小学校空調設備設置機械設備工事

機器設備工事において、機器搬入費が計
上されていませんが、設計変更の対象に
なりますか。

教24

空調機等の納期の遅れや冷媒施工業者も
不足している情勢ですが、工期に間に合
わないなど工期延長等の可能性があると
思われますが、受注者の責務によらない
対応をして頂けるでしょうか。

設計図書等に対する質問及び回答

質問内容

工事番号

工 事 名


